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各都道府県 障害保健福祉主管部(局) 御中 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

福島県からの避難者への支援に向けた生活再建支援拠点との連携について 

 

 平素より障害保健福祉行政へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 福島県からの県外避難者への支援に当たっては、福島県が全国 26箇所に生活支

援拠点を設置し、当該拠点が相談を受け付けるとともに、実状に応じて避難先自治

体の関係部署に連絡・フォローして課題解決に当たっているところです。 

 今般、こうした取組を一層丁寧に行っていくため、福島県より、別添のとおり各

都道府県の避難者支援担当部局に対して連携に係る通知が発出されているところ

です。 

 貴部局におかれては、当該通知の趣旨を踏まえ、避難者支援担当部局とも連携し

つつ、生活再建支援拠点又は福島県から避難者支援に関する相談等が寄せられた場

合にご協力を賜りますようご配慮いただきますようお願いいたします。 


